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町 長 提 出 議 案 

の 題 目 

  第１号に同じ  

報告第  ５号  議会の委任による専決処分の報告について  

       （和解及び損害賠償の額の決定について）  

  



議 員 提 出 議 案 

の 題 目 

発議第１０号  若い世代が安心して就労できる環境等の整  

       備を求める意見書（案）  

発議第１１号  道州制導入に反対する意見書（案）  

議 事 日 程  議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。  

 

 



平 成 ２ ５ 年 第 ４ 回 （ ９ 月 ） 

平群町議会定例会議事日程（第４号） 

 

平成２５年９月２０日（金） 

午 後 ２ 時 開 議 

 

日程第１         諸般の報告 

日程第２  報告第 ５号 議会の委任による専決処分の報告について 

             （和解及び損害賠償の額の決定について） 

日程第３  認定第 ２号 平成２４年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定 

について      （決算審査特別委員長報告） 

日程第４  認定第 ３号 平成２４年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別 

会計歳入歳出決算の認定について 

          （決算審査特別委員長報告） 

日程第５  認定第 ４号 平成２４年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳 

出決算の認定について（決算審査特別委員長報告） 

日程第６  認定第 ５号 平成２４年度平群町下水道事業特別会計歳入歳出 

決算の認定について （決算審査特別委員長報告） 

日程第７  認定第 ６号 平成２４年度平群町農業集落排水事業特別会計歳 

入歳出決算の認定について 

          （決算審査特別委員長報告） 

日程第８  認定第 ７号 平成２４年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出 

決算の認定について （決算審査特別委員長報告） 

日程第９  認定第 ８号 平成２４年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決 

算の認定について  （決算審査特別委員長報告） 

日程第１０ 認定第 ９号 平成２４年度平群町奨学資金貸付事業特別会計歳 

入歳出決算の認定について 

          （決算審査特別委員長報告） 

日程第１１ 認定第１０号 平成２４年度平群町後期高齢者医療特別会計歳入 

歳出決算の認定について 

          （決算審査特別委員長報告） 

日程第１２ 認定第１１号 平成２４年度平群町用地先行取得事業特別会計歳 

入歳出決算の認定について 

          （決算審査特別委員長報告） 

日程第１３ 発議第１０号 若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求 

める意見書（案） 

日程第１４ 発議第１１号 道州制導入に反対する意見書（案） 

日程第１５        委員会の閉会中の継続調査の件 



－２６９－ 

再    開  （午後  ２時００分）  

 

○議  長  

 皆さん、こんにちは。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、平成２５年平

群町議会第４回定例会を再開いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程表のとおりであ

ります。議事日程表に従い議事を進めてまいります。  

 日程第１  諸般の報告を行います。  

 公共交通対策特別委員会の報告を求めます。繁田君。  

○公共交通対策特別委員長（繁田智子）  

 本日午前１０時から公共交通対策特別委員会を開催いたしまして、コミュニ

ティバスのルート・ダイヤ改正案、これは１１月１日から実施をされますが、

この案につきまして説明を受け、質疑を行いました。  

 以上です。  

○議  長  

 以上で諸般の報告を終わります。  

 今村課長より発言を求められておりますので、これを許可します。総務防災

課長。  

○総務防災課長  

 失礼いたします。昨日の一般質問、窪議員さんの一般質問の答弁の際にです

ね、コミバスの１１月ダイヤ改正等に対する質問でございました。休日、祝日

運行の最低需要基準につきまして６，０００人と申し上げましたが６，８００

人の間違いでございます。訂正し、おわび申し上げます。  

○議  長  

 続きまして  

 日程第２  報告第５号  議会の委任による専決処分の報告について  

（和解及び損害賠償の額の決定について）  

報告を求めます。総務防災課長。  

○総務防災課長  

 失礼いたします。それでは報告申し上げます。  

  報告第５号  議会の委任による専決処分の報告について  



－２７０－ 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。  

平成２５年９月２０日報告  

平群町長  岩  﨑  万  勉  

 めくっていただきまして専決処分書の鏡でございます。  

  専決処分書  

  和解及び損害賠償の額の決定について  

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された

町長の専決処分事項について、別紙のとおり専決処分する。  

平成２５年９月６日  

平群町長  岩  﨑  万  勉  

 めくっていただきまして、和解及び損害賠償の額の決定でございます。  

 平成２５年８月１９日、午後２時１０分ごろ発生しました町道若葉台２号線

の平群町若葉台５丁目付近において、歩道内の植栽帯で、草刈り機による草刈

り中に車庫にとめてある車のリアガラスに石等が飛び、ガラスが破損した車両

の物損事故につきまして、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するもの

とする。  

 １  損害賠償の額  １０万４６４円  

 これにつきましては、うしろのガラス、車のガラスにつきまして修理代の額

でございます。これにつきましては保険により全額対応いたしました。  

 以上でございます。  

○議  長  

 日程第３  認定第  ２号  平成２４年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定

について  

 日程第４  認定第  ３号  平成２４年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定について  

 日程第５  認定第  ４号  平成２４年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について  

 日程第６  認定第  ５号  平成２４年度平群町下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について  

 日程第７  認定第  ６号  平成２４年度平群町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定について  

 日程第８  認定第  ７号  平成２４年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出

決算の認定について  

 日程第９  認定第  ８号  平成２４年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決



－２７１－ 

算の認定について  

 日程第１０  認定第  ９号  平成２４年度平群町奨学資金貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定について  

 日程第１１  認定第１０号  平成２４年度平群町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定について  

 日程第１２  認定第１１号  平成２４年度平群町用地先行取得事業特別会計

歳入歳出決算の認定について  

以上１０件を会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。  

 本案１０件については決算審査特別委員会に付託しておりますので、委員長

の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長、井戸君。  

○決算審査特別委員長（井戸太郎）  

 では、報告させていただきます。  

 去る９月１０日に開催されました平群町議会第４回定例会の本会議において

付託を受けた平成２４年度平群町一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算の認

定１０件につきまして、本委員会での審議内容と審議結果を報告します。  

 認定第２号  平成２４年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定について  

 決算額は、歳入総額８８億６，３２８万９，８４７円、歳出総額８６億１，

５０７万２，３８８円で、形式収支は２億４，８２１万７，４５９円の黒字で、

翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は１億７，８５０万２，５０

９円の黒字決算となっています。平成２４年度の単年度収支は、１億５，０５

４万８，１７８円の黒字となりました。  

 決算認定の審議に当たっては、歳出は款ごと、歳入は一括して審議いたしま

した。  

 審議の主な内容は以下のとおりです。  

 議会費、総務費。  

 総務費では、一般管理費、事業・業務委託料の内容について質され、９月補

正で計上した緊急雇用創出事業活用による公共施設の活性化に関する行動化計

画策定で、公共施設の現状と課題について体系的に整理、検討するもので、２

４年度は町民の意向調査を実施したとの答弁がありました。  

 財産管理費、手数料と鑑定委託料の内訳について質され、櫟原大字への緑地

等の雑草除去手数料が３０万円、ヤフーオークションの公売に係る公有財産シ

ステム利用料で、旧中央保育園跡用地の手数料が４０４万２，５００円、西向

用地の手数料が２５万８，３００円との答弁がありました。  

 鑑定委託料については、ヤフーオークションによる町有地売却に伴うもので、

旧中央保育園跡用地２９万４，０００円、西向用地１０万５，０００円との答



－２７２－ 

弁がありました。  

 財産管理費の土地借上料について質され、算定基準は土地評価額の２％で計

算している。評価額が下がれば借り上げ金額が下がってくるが、町の事情等も

あり、評価額は下落しているが、１６年度より契約金額を据え置いているとの

答弁がありました。  

 財産管理費の集会場等施設整備補助金の内容について質され、自治会集会所

の改修補助金６件分、事業費の２分の１の補助を行うもので、三里公民館のト

イレ改修で１０万５，０００円、ローズタウン若葉台自治会館のフェンス等の

改修工事で１４万５，０００円、竜田川団地自治会館の雨漏り防止の工事で７

１万６，０００円、西宮公民館の雨漏りの修理で４万２，０００円、信貴畑集

会所の天井張りかえ工事で５万２，０００円、福貴畑集落センターの外部手す

りの取りかえ工事に２９万８，０００円の補助を行ったとの答弁がありました。 

 防犯対策費の工事請負費１１３万４，２２０円の内容と防犯灯設置補助金に

よる設置状況について質され、工事請負費は町管理の防犯灯のＬＥＤ化で４０

基設置を行った。２５年度で緊急雇用の事業を活用し、町管理の約３００基の

ＬＥＤ化を進めているとの答弁がありました。地元補助分として３３自治会で

１５７基設置したとの答弁があわせてありました。  

 防災諸費で、備蓄品の購入状況とプリズムへぐりへの分散備蓄について質さ

れ、２４年度で乾パン３８４缶、アルファ米１，０００食、保存用飲料水５０

４本、防災用備蓄用毛布、飲料水袋、子ども用のおむつ、大人用のおむつの購

入を行った。備蓄品の分散備蓄と企業等と防災協定を結び、流通備蓄を進めて

いくように考えている。プリズムへぐりへの分散備蓄については、今後検討し

ていくとの答弁がありました。  

 情報政策費で内部情報系システムの整備を進めることによる住民に対するメ

リットについて質され、２４年度では、統合型ＧＩＳ地図情報システムの導入、

内部情報系システムの端末等の更新を行った。各種の行政事務の電子化を進め

ることにより共有端末等で情報の共有化が図られ、窓口業務を迅速に行うこと

で、より一層の住民サービスの向上を目指しているとの答弁がありました。  

 民生費。  

 社会福祉総務費、社会福祉協議会の補助金について質され、社会福祉協議会

は、設立時から含めてその財源的な裏打ちは市町村行政が担っていくとなって

おり、ここ最近平群町の財政状況が非常に弱いこともあり、社会福祉協議会の

基金を取り崩し、補填していくことで進めてきた。しかし、基金残高が枯渇す

る寸前に来ており、２４年度については、町の補助金を約５００万円引き上げ

て２，０００万円と決定したとの答弁がありました。  



－２７３－ 

 障害者福祉費、相談支援事業の委託料で、事業内容と地域活動センター事業

負担金の根拠について質され、相談支援事業では、身体・知的で委託料が１４

４万２，７３６円、相談者７７名。精神部門で１４４万１，９８３円、相談者

３１名となっており、ななつぼしへ委託をしている。認定調査委託料について

は、認定調査の単価が３，１５０円と決まっており、２４年度は３年に１回の

程度区分の更新があり、６６名の認定調査で２０万７，９００円となっている。

地域活動センター事業負担金は、西和７町での均等割、財政割、人口割で算出

しているとの答弁がありました。  

 福祉医療費の乳幼児医療費で、入院については小学校卒業まで拡充され、拡

充部分については予算どおりだが、全体予算として予算時の積算より少なく、

２３年度決算に比べても減っている内容と、電算システムの変更について質さ

れ、乳幼児医療で２，４２７万８，３２１円、子ども医療で１５０万６，３７

１円となっており、子ども医療も８月から行っているが、２３年度よりは約２

００万円少なくなっている。分析としては、医療費がかからなかったことと限

度額認定証を先にとられてからの入院が多くなったのが一つの原因だと考える。

乳幼児医療のシステム改修費は３１５万円で、２６年度に向けての改修費につ

いては、現在、電算会社と協議を行っているとの答弁がありました。  

 学童保育運営費、学童保育指導員賃金の不用額と指導員の募集について質さ

れ、２４年度より保育時間の延長と各学童保育所に指導員１名の増員を行った

が、月額給から時間給に変更したことにより、途中でやめられる方があり、そ

の後、指導員を配置するまでの間、支払いが発生しなかったことと、町外指導

員から町内指導員に変更になったため、交通費差額の不用額との答弁がありま

した。指導員の募集に関しては、随時ハローワーク、広報マイタウン平群に掲

載して募集しているが、年度途中ではすぐに応募がないというのが実態である

との答弁があわせてありました。  

 衛生費、労働費。  

 衛生費では、保健衛生総務費の王寺周辺広域休日応急診療所の負担金が増額

となった理由について質され、繰入金の減額によるもので、２２年度、２３年

度は旧診療所の売却益を２年に分割して繰り入れされたが、２４年度からは従

来に戻ったため増額となったとの答弁がありました。  

 予防費の検査検診委託料で本人負担について質され、予防接種については、

１類疾病は全額補助で３ワクチンを除いて全て低所得者分ということで２０％

の地方交付税措置となっており、２類疾病の高齢者インフルエンザは１，００

０円の自己負担金を徴収しているとの答弁がありました。  

 塵芥処理費の不用額の内容について質され、医薬材料費は２３年度に大規模
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改修工事を行うときに多くの薬品を購入したので、２４年度は在庫で対応した

ことと機械設備の一部劣化により薬品の使用が減ったこと、焼却ごみ量が２３

年度６，５３５トンから２４年度５，６５７トン、差し引き８７０トン減少し

たことにより不用額が生じた。維持補修工事の約８００万円は、入札差金によ

る不用額。不燃物処理委託料の不用額は缶瓶類を２社による競争見積もりで単

価が若干下がったこと。粗大不燃ごみは計画数量より約１０トン減少したこと

によるものと、処理単価の引き下げにより不用額が生じたとの答弁がありまし

た。  

 し尿処理費、し尿運搬・処理委託料の不用額が出た要因についてと、し尿処

理単価の引き下げについて質され、菊美台、月見台、光ケ丘の集中浄化槽を公

共下水道に接続する予定をしていたが、接続が遅れたことにより菊美台の１カ

所となった。当初、全体の処理量を９，５００トンと見積もっていたが、最終

処理量は８，０８０トンとなったことにより不用額が発生した。月見台、光ケ

丘については２５年度予算で措置している。し尿処理単価については、引き続

き軽減できるよう努力していきたいとの答弁がありました。  

 廃棄物減量推進事業費のごみステーション設置状況と段ボール収集の対策に

ついて質され、ごみ集積所の整備状況は自治会で整備をされているところもあ

り、町が補助を行ったのはステーションの整備で、２３年度８６カ所、２４年

度３６カ所、ネット配付は２３年度３７７カ所、２４年度は６５カ所となって

いる。２５年度では、全町のごみステーションの調査を行っている。段ボール

出しの周知については、チラシ等の配付や間違って出された場合は、センター

で収集のときにお知らせ紙を張っているとの答弁がありました。  

 農林水産業費、商工費。  

 農林水産業費では、農林業総務費の復旧工事１，９８０万円を執行しなかっ

た理由について質され、土砂条例違反で町が告発した現場の代執行を行う予算

措置を行ったが、現場が落ち着いた状況になっており、代執行の要件の一つと

して、その不履行を放置することが著しく公益に反するということが認められ

る場合があるので執行しなかった。当然、是正を求める現場であることに変わ

りはないので、緊急の場合には緊急代執行で対応していくとの答弁がありまし

た。  

 農林業振興費の新規就農者確保事業補助金で、当初予算１，０５０万円が決

算では２２５万円となっている内容と、新しい制度で農業者を育成していく考

えについて質され、事前調査では新規就農型２件、経営移譲型５件で予算計上

を行ったが、２４年４月に補助要件が確定したことにより、新規就農型２件の

みの申請となった。新規就農者については５年間支給される。農業従事者の高
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齢化に伴い、担い手の確保については国の制度を活用しながら行っていくとの

答弁がありました。  

 商工費では、観光費の地域活性化方策検討業務内容について質され、観光Ｐ

Ｒ事業ということで進めており、観光ホームページの立ち上げについては、住

民の協働、協力を得ながら町内のあらゆる魅力を取材収集しており、２６年４

月からの運用を考えている。平群ブランドについては、平群ブランドマークを

決定しており、今後ブランドマークの運用基準について委員会を立ち上げて検

討を行っていくとの答弁がありました。  

 鳴川観光協会、信貴山観光協会に補助金を支出しているが、フラワーロード

を南北に結ぶ形での観光開発をどのように考えているか質され、鳴川千光寺、

信貴山、道の駅くまがしステーションを拠点として、フラワーロードを利用し

た拠点間の移動を誘導する観光情報を強化していくとの答弁がありました。  

 土木費、消防費。  

 土木費では、道路新設改良費の測量設計委託料の執行内容について質され、

当初は、中学校前路線２００万円、川原路線、西向圃場整備地図訂正業務で各

２００万円、計６００万円予算計上していたが、川原路線の地図訂正業務は年

度内に完了し、１７６万１，９００円を執行した。西向圃場整備分は２５年度

に繰り越し措置を行い、中学校前路線については、町の技術職員により実施し

たとの答弁がありました。  

 また、調査委託料の事業内容と執行額について質され、一つは橋梁長寿命化

修繕計画策定業務で事業費が１３０万円、既存橋梁の１５メートル以上の橋梁

が２７橋、緊急輸送道路に指定されている橋梁が１橋、あわせて２８橋の長寿

命化修繕計画で、予防保全という考え方でコンクリート構造物、鉄筋構造物で

今後耐用年数が到達するこれから５０年間の間で、どれだけ健全に維持管理し

ていくかという考え方で奈良県一括で発注をしていただいた。２６年度から着

手する事業で、２６年度は一番老朽化している２橋について予算措置をする予

定である。もう一つは、都市計画施設整備推進事業の委託業務で事業費が４０

２万５，７００円、都市計画道路の見直しを含めた内容の業務を発注したとの

答弁がありました。  

 都市計画総務費の既存木造住宅耐震事業補助金が執行されていないことにつ

いて質され、耐震診断は６件あったが、耐震改修工事をされなかったため補助

金の支出がゼロであったとの答弁がありました。  

 住宅管理費の設置工事の不用額について質され、当初予算では１０件分の浴

室設置を見込んでいたが、町営住宅２件、改良住宅１件の実施となったため不

用額が生じたとの答弁がありました。  
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 消防費では、消防施設費、工事請負費の設置工事の内訳と消防水利上水道負

担金について質され、２３年度繰越明許費で春日丘の防火水槽設置工事７７２

万２，０００円、２４年度で下垣内の防火水槽設置工事８２２万３，０００円

を執行した。消防水利上水道負担金は、消防水利のため、水道の口径を太くす

るための上水道への負担金で、予定場所は決まっていないが、管の入れかえが

あるときは上下水道課と協議を行い、消防水利向上に努めていきたいとの答弁

がありました。  

 教育費。  

 学校施設の耐震化について質され、耐震化率は、２４年度末で９０．４％、

２６年４月以降は、西小学校が対象外となるため９５％になる。東小学校の体

育館については、設計、工事を順次計画的に進めていきたいと考えており、基

本的には２５年、２６年の２カ年の大規模改造工事が終了後、耐震工事を行う

予定であるとの答弁がありました。  

 大規模改造事業費、用地購入費の内容について質され、東小学校の学校用地

を拡張するのに北東側の土地を確保するため、２３年度に１，５６５平方メー

トル、８，５００万円の補正予算を計上したが、駅周事業の進捗状況で２３年

度購入できたのは１，１２３平方メートルで、予算執行できなかった分の３，

５８１万５，０００円を２４年度に繰り越しを行い、３８５平方メートルの土

地を確保した。東小学校の北東用地の面積は１，５００平方メートルであるが、

減歩割合が２割ということで約２，０００平方メートルの土地を確保しなけれ

ばならないため、残りの約６００平方メートルを２５年度で補正予算を計上し、

用地を確保していきたいとの答弁がありました。  

 文化財保護費で今後の発掘調査の見通しについて質され、２６年度以降に椿

井城の整備関係は補助事業で対応していくとの答弁がありました。  

 人権教育推進事業費の中で、地区別懇談会の関連の補助金として５３万５，

０００円執行されているが、今後の地区別懇談会をどのように考えているか質

され、開催数も減ってきている状況ではあるが、見直し検討委員会で検討を行

っており、今後は人権問題だけではなく、いろいろな地域の問題等を絡め、極

力開催していく方向で進めていきたいとの答弁がありました。  

 保健体育総務費、需用費、修繕料の内容と今後の計画について質され、総合

スポーツセンターは老朽化しており、修繕が多々発生する状況になっていて、

中央公園テニスコートの照明の安定器、ウオーターパーク気流ポンプの水漏れ

修理、総合テニスコート人工芝の補修、総合スポーツセンターの浄化槽エアポ

ンプ交換、ソーラー式時計、屋外照明設備制御装置、ウオーターパーク内の監

視カメラの修理を行った。今後、老朽化が目立つテニスコートの芝、ウオータ
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ーパークの防滑シートは計画を立て、リニューアルを考えているとの答弁があ

りました。  

 歳入全般。  

 個人住民税の減収をどのように分析しているのか質され、人口減少と高齢化

率が高くなっており、年金受給者が年々増えていることと、低所得者の段階が

増えてきているのが原因と分析している。また、２５年度個人住民税の調定は、

１０億１，５７６万４，０００円が調定予算であるが、現在９億９，１２０万

５，０００円で予算より調定額が落ちている。徴収率を掛けるとまた下がる状

況にあり、年少扶養控除額の影響があったとしても落ち込んでいるというのが

現状であるとの答弁がありました。  

 固定資産税の超過税率を今後も続けていくのか質され、町政全般を見ながら

持続可能な町政を目指していくために検討していきたいとの答弁がありました。 

 入湯税が年々減少しているが、集客を上げるためかんぽとの取り組みについ

て質され、地域振興センターとかんぽがタイアップし、スポーツセンターを利

用された方が合宿の宿泊地としてかんぽの宿を利用する取り組みと、かんぽで

は、現在修学旅行の誘致の取り組みをされており、町も協賛等をしてかんぽと

協力を行っているとの答弁がありました。  

 町営住宅使用料の収納計画の取り組みについて質され、収納率は町営住宅の

現年度分で２３年度９０．４％、２４年度９５．０６％、改良住宅は２３年度

９１．６７％、２４年度は９８．０２％で、現年を中心に徴収強化に取り組ん

でいる。また、滞納者全ての方と分納誓約書を結び、個々の入居者の生活実態

について調査を行っているとの答弁がありました。  

 諸収入の延滞金が増えている要因について質され、固定資産税の延滞金で高

額滞納者１法人６００万円の納付があったとの答弁がありました。  

 奈良県市町村振興協会市町村交付金の配付について質され、サマージャンボ

宝くじ及びオータムジャンボ宝くじの収益金を奈良県からの市町村振興協会へ

の交付金を財源としており、町への配分基準は２２年度の国調人口をもとに人

口割配分５０％、残りの５０％が県下３９市町村へ均等割で配分されるとの答

弁がありました。  

 討論では、２４年度決算は、実質単年度収支が約１億５，０５０万円の黒字

となっており、年度途中に旧中央保育園用地の売却を強行して１億８，５００

万円の財産売払収入を得たこと、また、２３年度に入るべき駅周辺整備事業債

７，１３０万円が２４年度に充当されたことによるもので、これらがなければ

２４年度の単年度収支は１億円以上の赤字になる。財政状況は、この数年間、

固定資産税の超過税率などの住民負担増、福祉切り捨てでの財政再建策が人口
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の減少や地価の下落を招き、個人住民税や固定資産税が落ち込むという、財政

が逆に悪化し、悪循環に陥っていることではないか。入札や適正な積算をすれ

ば経費減になる可能性があり、財政立て直しには改善が必要だということを指

摘して、平成２４年度一般会計決算の認定に反対するとの討論がありました。  

 一方、本決算では、翌年度繰越金６，９７１万４，９５０円を計上した上で

の実質収支は１億７，８５０万２，５０９円の黒字を計上している結果を見て、

結論的に本町の財政に向け行政当局は努力されていると判断した。財政の各種

判断比率を見ても早期健全化の基準も２５％以下の１４．４％の基準以下であ

るが、予算執行における不用額も大きく出ており、効率性、有効性、費用対効

果も考えて、来年度予算の編成時には、査定等を慎重に行う必要性と減少傾向

の歳入に向けて遊休地の有効活用を訴え、一般会計の決算認定に賛成するとの

討論がありました。  

 採決の結果、賛成多数により認定第２号は認定すべきものと決定いたしまし

た。  

 認定第３号  平成２４年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について  

 決算額は、歳入総額３，８１６万７，２２７円、歳出総額６，２１１万１，

９０２円で、歳入歳出差し引き２，３９４万４，６７５円の赤字決算となって

います。  

 県補助金が決算額３８７万６，０００円で当初予算と比べて増額となってい

ることについて質され、当初予算では、償還推進事務費の計上をしていたが、

競売を行ったことで不良債権充当後の残額の約７５％分を県の償還推進補助金

要綱に基づき補助金が交付されたことによるものであるとの答弁がありました。 

 認定第３号は全員異議なく認定することに決定いたしました。  

 認定第４号  平成２４年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について  

 決算額は、歳入総額２７億３，０９８万９，５７２円、歳出総額２５億４，

９８０万６，７１４円で、歳入歳出差し引き１億８，１１８万２，８５８円の

黒字決算となっています。  

 ２４年度も黒字となり、剰余金もあることから、２６年度に国民健康保険税

の引き下げの検討について質され、黒字財政となっているが、２５年度までに

３年間減税を行ってきた。２５年度決算状況を見ていかなければならない。ま

た、県単位の国保への移行、１人当たりの医療費が県内でも高い位置にあり、

年齢構成から見た場合の医療費の増高、消費税の値上げ、福祉医療の拡大等、

今後は総合的に判断していかなければならない。国保の広域化になるまでの間、
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財政を持たせていくことも大事であるとの答弁がありました。  

 国民健康保険への加入者と２３年度より国民健康保険税が減収になっている

理由について質され、被保険者数は２４年７月末５，９４７人、２５年７月末

６，０１１人で微増となっている。国民健康保険税の減収については、税率改

正を行ったことによる影響であるとの答弁がありました。  

 認定第４号は全員異議なく認定することに決定いたしました。  

 認定第５号  平成２４年度平群町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

 決算額は、歳入総額８億７，２０６万８，４１６円、歳出総額８億４，９５

６万６，３９１円で、歳入歳出差し引き２，２５０万２，０２５円の黒字で、

翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は１，７１８万６，０２５円

の黒字決算となっています。  

 ２４年度の加入負担金が２，０９０万円となっており、加入件数について質

され、２４年度で３３８件の加入、年度末加入件数が１，７４０件となってい

る。全人口１万９，７８６人に対する普及人口は５，１１０人で普及率は２５．

８％、普及人口のうち水洗化人口は４，４４８人で水洗化率は８７％との答弁

がありました。  

 認定第５号は全員異議なく認定することに決定いたしました。  

 認定第６号  平成２４年度平群町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

 決算額は、歳入総額３，８８１万５，６４３円、歳出総額３，８８１万５，

６４３円で、歳入歳出差し引きゼロ円となっています。  

 ２４年度末の加入件数と加入率について質され、９０件に対して４４件の加

入で、接続率４８．８％、２４年度は１件の加入であるとの答弁がありました。  

 農集下水道事業債管理基金の積み立てと繰り入れが同額になっていることに

ついて質され、農業集落排水事業元利償還金助成交付金交付要綱に基づいて、

助成金の交付を受けた市町村等は、県助成金を公債管理基金等に積み立て、集

落排水管理特別会計の繰出金に充当し、適当な運用に努めなければならないと

の答弁がありました。  

 認定第６号は全員異議なく認定することに決定いたしました。  

 認定第７号  平成２４年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

 決算額は、歳入総額７，４１６万１，０７５円、歳出総額７，３８５万６，

５６２円で、歳入歳出差し引き３０万４，５１３円の黒字決算となっています。  

 認定第７号は全員異議なく認定することに決定いたしました。  
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 認定第８号  平成２４年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて  

 決算額は、保険事業勘定では、歳入総額１３億６，８２４万７，１９８円、

歳出総額１３億５，６７１万８１８円で、歳入歳出差し引き１，１５３万６，

３８０円の黒字決算となっています。  

 介護サービス事業勘定では、歳入総額９１０万８，７８８円、歳出総額９０

８万７，６６３円で、歳入歳出差し引き２万１，１２５円の黒字決算となって

います。  

 介護保険料が当初予算より３，７００万円増えている要因について質され、

１号被保険者の保険料については、当初予算では第５期計画の保険料を反映し

ておらず、補正により対応したとの答弁がありました。  

 居宅介護住宅改修給付費で３００万円の不用額について質され、件数は２３

年度よりは増えており、補正予算で増額補正を行ったが、最終的に不用額が発

生したとの答弁がありました。  

 討論では、第５期初年度の２４年度決算は、実質単年度収支２，０４５万円

の黒字であり、第４期に比べて１号被保険者の保険料が基準額で年間９，４０

０円上がり、総額で５万３，４００円になった。保険料改定に当たっては、第

４期までの基金を６，０００万円取り崩し、５期終了時に基金が５，０００万

円残るという計画で保険料を決定している。しかし、初年度の２４年度決算の

結果は、基金と黒字額をあわせて１億６，５００万円の剰余金となっており、

今年度と来年度の２年間で１億１，５００万円の赤字を出しても計画どおりに

なる。２４年度の予算審査で基金の取り崩しが不十分と指摘して予算に反対し

た。介護保険料は３年に一度の見直しなので来年度引き下げとはならないが、

第６期の改定において教訓にすべきだという立場から、本決算認定には反対す

るとの討論がありました。  

 一方、本決算では、実質収支は１，１５３万６，３８０円の黒字が計上され

ており、結論的には、本町の介護保険財政に向け努力されていると判断し、介

護保険特別会計決算認定に賛成をする。しかし、不用額が全体で３，７５５万

５，０００円となっており、予算編成時の査定を正確にやっていただきたいこ

とと、町長がいま提案されている奈良県１番の長寿平群を目指すことと連携し

て、今後も黒字運営を続けていただくことを期待したいとの討論がありました。 

 採決の結果、賛成多数により認定第８号は認定すべきものと決定いたしまし

た。  

 認定第９号  平成２４年度平群町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  
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 決算額は、歳入総額３６万３，０００円、歳出総額３６万３，０００円で、

歳入歳出差し引きゼロ円となっています。  

 認定第９号は全員異議なく認定することに決定いたしました。  

 認定第１０号  平成２４年度平群町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について  

 決算額は、歳入総額２億６，８３７万７，７０７円、歳出総額２億６，７７

０万８，４０７円で、歳入歳出差し引き６６万９，３００円の黒字決算となっ

ています。  

 現年度分の保険料徴収済み額が調定額を上回っていることについて質され、

還付未済が発生したため、保険料の収入が上回ったことによるもので、特別徴

収の収納率は１００％であるとの答弁がありました。  

 認定第１０号は全員異議なく認定することに決定いたしました。  

 認定第１１号  平成２４年度平群町用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

 決算額は、歳入総額１億４，１０７万９，２９９円、歳出総額１億４，１０

７万９，２９９円で歳入歳出差し引きゼロ円となっています。  

 認定第１１号は全員異議なく認定することに決定いたしました。  

 以上が当委員会に付託を受けました審議の結果であります。よって、決算審

査特別委員長報告といたします。  

平成２５年９月２０日  

決算審査特別委員会  

委員長  井  戸  太  郎  

○議  長  

 ありがとうございました。  

 それでは、これより順次質疑、討論、採決を行います。  

 まず、認定第２号  平成２４年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定につい

ての委員長報告に対する質疑に入ります。山口君。  

○６  番  

 ちょっといまの報告で、事実関係に気になるところがあったので再度確認し

ますが、報告の３ページ、農林水産業、商工費のですね、４行目で、これは復

旧の代執行についてのところですけれども、ここでですね、この文章が、土砂

条例違反で町が告発した現場の代執行を行う予算措置を行ったが、現場は落ち

着いた状態になっており、代執行の要件の一つとしてその不履行を放置するこ

とが著しく公益に反するということが認められる場合があるので執行しなかっ

た。この文章、非常にわかりにくくって、要するにぱっと読むとですね、公益
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に反してるのを認めてるのに執行してない、答弁はそうではなかったというふ

うに私は思うんですが、これはね、やっぱり公文書で残りますから、事実関係

を確認していただいて、間違いであればここは訂正していただきたい。  

○議  長  

 それでは、少し確認のために暫時休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ２時４０分）  

 

再    開  （午後  ３時００分）  

 

○議  長  

 休憩前に引き続き、再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 井戸君。  

○決算審査特別委員長（井戸太郎）  

 すみません、お時間をとらせてしまいました。先ほど農林水産業費、商工費

の土地の代執行の要件について指摘を受けました場所ですけれども、文章表現

のほうがちょっとわかりづらいということなので訂正したいと思います。  

 中身は変わらないんですけども、まず、その不履行を放置することが著しく

公益に反するということが認められる場合というところに括弧が入りまして、

また後ほどきっちりと話します。括弧が入り、言葉を加えまして、正しい文章

でまた読まさせていただきます。農林水産業費の一文を一からきちんと順番も

少し変えてわかりやすくしましたのでお願いします。  

 農林水産業費では、農林業総務費の復旧工事１，９８０万円を執行しなかっ

た理由について質され、土砂条例違反で町が告発した現場の代執行を行う予算

措置を行ったが、代執行の要件の一つとして、「その不履行を放置することが

著しく公益に反するということが認められる場合」があるが、現場は落ち着い

た状態になっているので執行しなかった。当然是正を求める現場であることに

変わりはないので、緊急の場合には、緊急代執行で対応していくとの答弁があ

りましたっていうふうに訂正させていただきます。  

○議  長  

 ただいま委員長のほうから訂正の申し出があり、口頭でありましたけども、

よろしいですか。  
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「はい」の声あり  

 

○議  長  

 いまの部分については、また後で文書で訂正して、またお渡しをいたします

ので。  

 ほかにございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。山口君。  

○６  番  

 平成２４年度一般会計決算の認定については反対の立場で討論いたします。  

 決算委員会でも申し上げた内容と一緒なんですけれども、基本的に、平群町

の財政が大変な状況の中で、２４年度決算についてはですね、２億円で土地を

売り払ってですね、それが黒字の原因なんですが、いずれにしても脆弱な財政

状況にあることは明らかであります。それについては、先日も申し上げました

ように、基本的にはですね、この間の町だけの責任ではない部分も多々ありま

すけれども、やはり人口減や税収減、これについてはですね、施策に大きな問

題がある、このように考えています。  

 また、その一方でですね、隅から隅まで歳出のほうを見直していくというこ

とでしたけれども、実際にはですね、この間、私も指摘してきたごみとかし尿

とかの問題で、なかなかそのとおりになっていない。また、一方でですね、財

源に大きな変化があってもそのまま執行するというようなことも行われました。

その辺をですね、きちっとやっぱりけじめをつけてやっていかないと、この間

の人口減、それから社会情勢の変化による雇用問題での雇用不安でのですね、

収入減等、これらを含めて平群町の財政を好転させるためには住民の懐を暖か

くする、こういう施策が必要だと考えています。それにも逆行しているという

こともありますし、それらもろもろの問題、これらの問題で平成２４年度の決

算についてはですね、その辺が予算のときに指摘したままで全く改善されてい

ない。このことを指摘してですね、平成２４年度一般会計決算の認定には反対

をいたします。  

 以上です。  

○議  長  
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 髙幣君。  

○７  番  

 決算委員会でも申し上げましたけれども、２４年度一般会計決算の認定につ

いては、賛成の立場で討論をいたします。  

 まず、最初に申し上げたいことは、議会と行政は両輪の立場で常に話し合い

を持ち、町民のことを考えながらまちの施政に対して前向きなオペレーション

を行うのが本意であります。このような立場で２４年度予算に賛成させていた

だきますが、本年度予算の中で問題として提起しておきたいのは、不用額の問

題が、私自身が申し上げたいと思います。特に、２３年度の不用額が約４億１，

８８０万円、これと比較しますと２４年度の不用額は非常に大きいものであり

ます。そういう意味では、今後も予算査定時においての町の行政当局の査定は

甘いんではないかなと、こんな懸念もいたしますので、ぜひともそういう査定

時における問題点追及を行っていただきたいと思います。今後も議会に対して

もいろいろと説明をお願いをして、本年度決算については認定をさせていただ

きたいと思います。  

○議  長  

 ほかございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第２号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長の報告

どおり決することに賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手多数であります。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。  

 続きまして、認定第３号  平成２４年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  
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○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより、認定第３号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長の報告

どおり決することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。  

 続きまして、認定第４号  平成２４年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより、認定第４号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長の報告

どおり決することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  
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「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。  

 続きまして、認定第５号  平成２４年度平群町下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第５号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長の報告

どおり決することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。  

 続きまして、認定第６号  平成２４年度平群町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  
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「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第６号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長の報告

どおり決することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。  

 続きまして、認定第７号  平成２４年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出

決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第７号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長の報告

どおり決することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する
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ことに決しました。  

 続きまして、認定第８号  平成２４年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決

算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。山口君。  

○６  番  

 平成２４年度介護保険特別会計についてもですね、決算審査特別委員会で反

対の討論をいたしました。これについてはですね、そのときも言いましたよう

に第５期、平成２４年度から始まりました第５期の１号被保険者についての保

険料についてですね、その決め方において２４年度予算のときもそうですし、

条例改定のときもそうでしたけれども、基金があの当時で見込みで１億１，５

００万あると。そのうち６，０００万を取り崩したわけですけれども、私は、

私たちはもっと取り崩せるではないかと。そうすることによって１号被保険者

のですね、保険料を引き下げることができる、このように主張したわけですけ

れども、それは認められず、保険料は報告の中にもありましたように年間で９，

４００円の引き上げ、これは基準額ですけれども、引き上げになったと。その

見込みがやっぱり私は大きく狂っていたと。そのことはやっぱり当局のほうも

ですね、しっかりと反省していただいてですね、できるだけ住民の暮らしを守

る、そのために負担を抑えるというのが私は行政の役割だというふうに考えて

おりますので、この見誤ったということをですね、反省していただくと同時に、

委員会でも言いましたように介護保険は３年に一度しか保険料の改定はできま

せんから、２５年、２６年度についてはですね、変わることはないわけですけ

れども、２７年からの第６期については、そのこともしっかり踏まえていただ

くということをですね、その教訓にしていただくためにもこの決算認定につい

てはですね、反対をいたします。  

 以上です。  

○議  長  

 髙幣君。  

○７  番  

 介護保険、２４年度については、決算認定については賛成の立場で申し上げ

ます。  
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 本決算では、実質収支が黒字を計上されていると、こういう結果を見、また、

この結果、保険財政に向け行政は努力されていると判断して賛成をさせていた

だきます。  

 なお、一般会計でも申し上げましたように、議会と行政は両輪であります。

こういう観点から、町側、行政側は、やはり議会に対しても正確ないろいろな

情報を与えていただくようお願いをして賛成討論とさせていただきます。  

○議  長  

 ほかございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第８号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案について委員長の報告ど

おり決することに賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手多数であります。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。  

 続きまして、認定第９号  平成２４年度平群町奨学資金貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  
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 これより認定第９号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長の報告

どおり決することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。  

 続きまして、認定第１０号  平成２４年度平群町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第１０号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長の報告

どおり決することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。  

 続きまして、認定第１１号  平成２４年度平群町用地先行取得事業特別会計

歳入歳出決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  



－２９１－ 

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第１１号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は認定であります。本案については委員長の報告

どおり決することにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決しました。  

 ３時３０分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ３時１７分）  

 

再    開  （午後  ３時３０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き、再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 日程第１３  発議第１０号  若い世代が安心して就労できる環境等の整備を

求める意見書（案）  

を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは朗読いたします。  

 発議第１０号  
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   若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書（案）  

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によ

り提出する。  

平成２５年９月２０日   

提出者  窪    和  子  

賛成者  髙  幣  幸  生  

  若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書（案）  

 ライフスタイルの多様化や少子高齢化により、若い世代の働き方や暮らし方

が変化しています。非正規労働者や共働き世帯が増えたいま、若い世代が本来

望んでいる仕事と生活の調和が崩れ、理想と現実のギャップに悩む人が少なく

ありません。  

 中でも、働く貧困層と言われるワーキングプアから抜け出せずに結婚を諦め

ざるを得ない若者の増加や、仕事と子育ての両立に悩む女性の増加、正規雇用

でありながら過酷な労働環境で働き続けることができない若年労働市場の実態

など、いまの若い世代を取り巻く問題は多岐にわたり、年々深刻さを増してい

ます。いまこそ国を挙げて若い世代が安心して就労できる環境等の整備が求め

られています。  

 よって政府においては、若い世代が仕事と生活の調和を保ち、安心して働き

続けることができる社会の実現を目指し、一層の取り組みを進めるべく、以下

の事項について適切に対策を講じるよう強く求めます。  

記  

一、世帯収入の増加に向けて、政労使による「賃金配分に関するルール」づく

りを進めること。また、正規・非正規間の格差是正、子育て支援など、総

合的な支援を行うとともに、最低賃金引き上げに向けた環境整備を進める

こと  

一、労働環境が悪いために早期に離職する若者も依然として多いことから、若

年労働者に劣悪な労務環境下で仕事を強いる企業に対して、違法の疑いが

ある場合等の立ち入り調査の実施や悪質な場合の企業名の公表などを検討

し、対策を強化すること  

一、個人のライフスタイルに応じた多様な働き方を可能とするために、地域限

定や労働時間限定の正社員など多元的な働き方を普及・拡大する環境整備

を進めるとともに、短時間正社員制度、テレワーク、在宅勤務などの導入

を促進すること  

一、仕事や子育て等に関する行政サービスについて、若者支援策がより有効に

実施・活用されるよう、利用度や認知度の実態を踏まえ、必要な運用の改
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善や相談窓口等の周知、浸透等に努めること  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 以上でございます。  

○議  長  

 提出者の提案理由の説明を求めます。窪君。  

○８  番  

 若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書（案）に対する

趣旨説明をさせていただきます。  

 ただいま事務局長に朗読していただき、意見書の中にも書かせていただいて

おりますが、若い世代を取り巻く問題は多岐にわたっており、年々深刻さを増

しております。そこで、世帯収入の増加に向けた賃金の配分に関するルールづ

くりや短時間正社員制度やテレワークの導入、若年労働者に対し劣悪な労務環

境下で仕事を強いる悪質な企業への対策強化など、若い世代が安心して就労で

きる環境等の整備を一層進めることを求める意見書であります。  

 以上、簡単ではございますが、趣旨説明とさせていただきます。どうか皆様

に御賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 本案に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。植田君。  

○５  番  

 この意見書については、若い世代が安心して就労できる環境整備につながら

ないことから、反対の立場で討論をさせていただきます。  

 意見書の以下の事項に書かれています１点目の世帯収入の増加に向けて、政

労使によるとありますが、本来、賃金配分の問題については、労使間で交渉さ

れる問題であり、そこに政府が関与することには問題があると考えます。  

 そして、３点目の多様な働き方を可能とするため、地域限定や労働時間限定

正社員とありますが、この点についてもいわゆる限定正社員ということです。

これが導入されれば地域限定、職務限定、残業限定などに分類され、賃金が大

幅にダウン、一時金も半減、定期昇給なしなどの扱いになりかねないこととな

ります。そこには、企業の総人件費を大幅に削減する狙いがあり、財界がその



－２９４－ 

整備を求めています。地域限定によって、その地域での支店の閉鎖や工場撤退

などになれば、地域限定ということで合法的に解雇できるということになりか

ねません。また、労働時間限定は、サービス残業を法律で認めることにつなが

ります。労働契約法が昨年改定され、有期雇用が５年を超えたら無期雇用に転

換できることになりましたが、労働条件はそのままでよいとされています。さ

らに、厚労省は、勤務地や職務が限定される、いわゆる限定正社員は、正社員

と同列に扱われることにはならないという通達を出しています。結局、名ばか

り正社員が増えるだけであり、不安定、低賃金が一層増えることにつながりか

ねません。  

 本当に若い世代が安心して就労できる環境整備をするのであれば、９９年に

日本共産党以外、全ての政党が賛成した労働者派遣法を抜本的に見直すことが

必要です。この大改悪によって、それまで一部の職種にのみ限られていた派遣

労働が、ほぼ全ての職種に広がり、爆発的に派遣労働者が増え、それが今日の

格差社会を生み出しました。正規社員が基本となる社会を取り戻すことが、若

い世代が安心して就労できる環境整備だと考えることから、非正規雇用の常態

化を認めることにつながりかねないこの意見書については、反対をいたします。 

 以上です。  

○議  長  

 髙幣君。  

○７  番  

 若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書について、賛成

の立場で申し上げます。  

 いま世界のほうは人口は増えておりますが、日本においては人口減の時代で

あります。もちろん本町においても一般質問やいろんな観点で申し上げてると

おり、人口減少は非常に厳しいという観念を私は持っております。そういう環

境の中で、やはり若者世代の世界をどう変えるかというのが、これからの大き

な課題になってくると思うんです。  

 そういう意味で、本意見書については、労働環境の問題から全てについてう

たっております。これを解決していくことがやはり人口減対策になると私は思

っておりますので、賛成をさせていただきます。  

○議  長  

 ほかございませんか。  

 

「なし」の声あり  
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○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより、発議第１０号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決し、意見書として関係行政庁へ送付すること

に賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手多数であります。よって、本案については、原案どおり可決し、関係行

政庁へ送付することに決しました。  

 日程第１４  発議第１１号  道州制導入に反対する意見書（案）  

を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは朗読いたします。  

 発議第１１号  

   道州制導入に反対する意見書（案）  

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によ

り提出する。  

平成２５年９月２０日   

提出者  森  田    勝  

賛成者  山  口  昌  亮  

  道州制導入に反対する意見書（案）  

 我々町村議会は、平成２０年以来、町村議会議長全国大会において、その総

意により、「住民自治の推進に逆行する道州制は行わないこと。」を決定し、

本年４月１５日には、全国町村議会議長会が「町村や国民に対して丁寧な説明

や真摯な議論もないまま、道州制の導入が決定したかのごとき法案が提出され

ようとしていることは誠に遺憾である。」とする緊急声明を行った。さらに、

７月１８日には、「道州制は絶対導入しないこと。」とする要望を決定し、政

府・国会に対し、要請してきたところである。  

 しかしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の

動きが依然として見られ、また、野党の一部においては、既に「道州制への移

行のための改革基本法案」を第１８３回国会へ提出し、衆議院内閣委員会にお

いて閉会中審査となっているなど、我々の要請を無視するかの動きを見せてい
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る。  

 これらの法案は、道州制導入後の国の具体的な形を示さないまま、期限を区

切った導入ありきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のもと、

ほとんどの町村においては、事実上の合併を余儀なくされるおそれが高い上、

道州はもとより再編された「基礎自治体」は、現在の市町村や都道府県に比べ、

住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退してしまうことは明ら

かである。  

 町村は、これまで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全

に努め、伝統・文化を守り、自然を活かした地場産業を創出し、住民とともに

個性あるまちづくりを進めてきた。それにもかかわらず、効率性や経済性を優

先し、地域の伝統や文化、郷土意識を無視してつくり上げる大規模な団体は、

住民を置き去りにするものであり、到底地方自治体と呼べるものではない。多

様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが、ひいては、全

体としての国力の増強につながるものであると確信している。  

 よって、我々平群町議会は、道州制の導入に反対する。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 以上でございます。  

○議  長  

 提出者の提案理由の説明を求めます。森田君。  

○４  番  

 道州制導入に反対する意見書（案）の趣旨説明をさせていただきます。  

 ただいま局長のほうから朗読していただきました内容でありますが、つけ加

えさせていただくなれば、道州制を導入しなければあたかも地方分権ができな

いと言われておりますが、これは全く逆で、現行制度でも十分地方分権が可能

であります。また、道州制導入により道州間の格差の拡大、道州内の規模拡大

などの弊害もあることが明らかであります。道州制導入より、まず東京一極の

解消であり、首都圏機能の分散を図るべきと考えます。  

 道州制ありきではなく、道州制導入によるメリット、デメリットの丁寧な説

明や国民的議論をなされないまま法案が提出されようとしていることはまこと

に残念であります。  

 このようなことから、私たち議会も声を挙げることが大事だと思いますので、

議員各位のぜひとも御賛同をいただきますことをお願い申し上げます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。  
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「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。窪君。  

○８  番  

 道州制導入に反対する意見書（案）に対して反対の立場で討論をさせていた

だきます。  

 まず、道州制については、現在の４７都道府県の行政単位を廃止して、全国

１０程度の道または州に再編し、国、道州、市町村の３層構造へ改革すること

が根幹です。国の役割を通貨の発行や金融政策、外交や安全保障などに極力限

定し、国が持っている権限や財源、人材を地方に委譲することで各地域が特性

に合わせて主体的、効率的に施策を進められるようになることが最大の利点と

言えます。その結果として、国会議員や国家公務員を大幅に削減することも可

能となります。  

 参院選の公約では、自民党、公明党、みんなの党、日本維新の会の４党が推

進を明記しております。私ども公明党も地域主権型道州制の導入をマニフェス

トに掲げ、まず道州制国民会議を設置し、３年かけて道州制移行に向けた国民

的議論を行い、地方の意見を最大限取り入れ、中央集権的な日本の統治機構を

改め、地域の活性化や行政サービスの充実につながる道州制の制度設計の構築

を目指しております。そして、道州制国民会議の最終答申を受けた後、２年を

目標に必要な法的措置を講じることを掲げております。今回、国会に提出を目

指すとされております道州制推進基本法案の前文では、まず、道州制の全体像

を国民に提示し、地方の意見を十分踏まえつつ、国民的な議論を始める必要が

ある。その上で道州制の導入について国会において適切な議論を得るものとす

るとなっております。つまり議論をするためにも制度設計をこれから検討して

いくというものです。  

 このような認識のもと、いくら町村議会議長会の依頼であっても制度設計が

決まっていないものに賛成や反対と言える段階にないと理解しております。例

えば本町でまちの将来にもかかわる重要な事案があった場合に、詳細な設計が

決まる前から議論や検討を開始せず、反対と言っているのと一緒であります。

そのような観点から、道州制導入に反対する意見書（案）に対して反対討論と

させていただきます。  

○議  長  
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 山口君。  

○６  番  

 いま反対討論ありましたけれども、中身が決まっていない法案を出す、議長

会のほうも指摘してるように、決まってないのに道州制だけを決める。その中

身が全てですね、要するに制度設計がまず先に出された上でですね、議論する

ならわかりますけれども、まず道州制ありきを、道州制にまずする法案を出す

と。議論しながら中身を考える。それはもう全く逆であってね、本来、いまの

反対討論は全く逆なんですよね。制度設計もないのに法案が国会に提出される。

このほうがおかしいわけです。道州制ってもう初めから決めてるわけです。制

度設計も含めて議論するんであれば、その中身、基礎自治体という名前になっ

ておりますけれども、もともとこの基礎自治体についてはですね、もう十数年

前から道州制の議論の中で１自治体３０万人から５０万人のですね、自治体を

基本とする、こういうことも言われてたわけです。そういう点も踏まえて、先

ほど局長に朗読していただいた意見書（案）の中身にありますように、国土を

守る、特に地方の山やですね、川がある、要するに国土にとって田んぼ、日本

の国土の荒廃を防ぐためにも山林を守るとか、そういうことが大事になるわけ

ですけれども、そういう小さい自治体を守ることこそがね、私は、国土の強靭

化につながるというふうに書いてますように、そのとおりですし、また、住民

の福祉を守るためにはですね、あまり大きい自治体よりもできるだけ小さくと

いうか、より身近な自治体であるほうがいいというふうにも思いますので、こ

の意見書案についてはですね、賛成をいたします。  

 以上です。  

○議  長  

 ほかございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結します。  

 これより、発議第１１号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決し、意見書として関係行政庁へ送付すること

に賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  
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○議  長  

 挙手多数であります。よって、本案については、原案どおり可決し、関係行

政庁へ送付することに決しました。  

 日程第１５  委員会の閉会中の継続調査の件  

を議題といたします。  

 議会運営委員長より会議規則第７５条の規定によってお手元に配付いたしま

した閉会中の継続調査の申し出があります。  

 お諮りいたします。  

 委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにいたしたいと思

いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調

査とすることに決定いたしました。  

 以上で、本定例会に付議された事件については全部終了いたしました。  

 これで本日の会議を閉じます。  

 町長、閉会に当たりまして、御挨拶をお願いします。町長。  

○町  長  

 議員各位におかれましては、本議会中、熱心な御審議を賜り、提出させてい

ただきました議案につきましては全て可決、承認、御同意いただき、まことに

ありがとうございます。本議会中にいただいた貴重なる御意見につきましては、

しっかりと受けとめ、今後の町政運営に生かしてまいりたいと思います。  

 財政につきましては、住民や議会の御理解、御協力いただきまして３年連続

して黒字決算となり安堵しているところでございます。しかし、問題は中身で

あります。確かに表面上は、実質単年度収支につきましては黒字でありますが、

平成２４年度につきましては臨時的収入である土地売払収入の２億円があって

こその実質単年度収支の黒字であることをいま一度私自身、自戒を持って受け

とめているところであります。  

 一方では、町有施設は老朽化し、施設の更新は待ったなしの状況にあります。

将来負担比率が県下でも非常に高い水準にある中、町有施設の更新については、

そういった財政指標も見きわめながら計画的に取り組んでいかなければなりま

せん。そして、効率的、効果的な行財政運営が求められる中、安定的かつ持続

可能な住民サービスとその裏づけとなる住民負担を含む歳入の収支バランスに
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ついてもいま一度考えていかなければならないところであります。いましばら

くは行政内部の効率的な行財政運営に加えて、町有資産の有効活用や利用しな

い資産の売却について積極的に進めてまいりたいと考えているところでありま

す。  

 同時に、現在取り組んでおりますまちの活性化策も徐々に実現に向けて進捗

しています。駅周辺整備事業においては、土地区画整理法による組合事業とし

ての成功にとどまらず、本町の中心市街地としてのにぎわいのあるまちづくり

に知恵を絞ってまいりたいと考えています。  

 また、企業誘致やバイパス沿いの大型店舗誘致につきましても、また、農業

の６次産業化や観光の振興、さらには、子どもたちの教育環境の整備、すなわ

ち幼保一体化や小学校の再編などにつきましても、議員の皆様や保護者の皆様

の御理解をいただきながら全庁挙げて全力で取り組んでまいります。  

 議員各位におかれましては、なお一層の御理解と御協力、そして御指導、御

鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶とさ

せていただきます。  

 ありがとうございました。  

○議  長  

 これをもって平成２５年平群町議会第４回定例会を閉会いたします。  

（ブー）  

閉    会  （午後  ３時５３分）  

 


